
議案第３６号 

 

   北名古屋市医療費支給条例の一部改正について 

 

 北名古屋市医療費支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める

ものとする。 

 

  平成３０年６月５日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

   提案理由 

 

この案を提出するのは、子育て世代への経済的支援を行うことに伴い、

子ども医療費の自己負担額の全額を支給する対象者を拡大するため、本条

例の一部を改める必要があるからである。 

 

 



北名古屋市医療費支給条例の一部を改正する条例 

 

北名古屋市医療費支給条例（平成１８年北名古屋市条例第１１６号）の

一部を次のように改正する。 

第８条第２項第２号中「１，９２０，０００円」を「３，４２０，００

０円」に改める。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年８月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ 改正後の北名古屋市医療費支給条例の規定は、平成３０年８月１日以

降に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療

に関する支給については、なお従前の例による。 


